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１．土壌調査費用の算出について 

 
〇土壌調査（一式）の土壌調査(1)17 品目＋溶出液作成料は、京都府土木工事単価資料に記

載の土壌調査(1)を合計した金額としています。 
 
〇土壌調査（一式）の土壌調査(2) 11 品目＋溶出液作成料は、物価資料（「建設物価」及び

「積算資料」）の掲載単価に基づき以下の単価を平均し、有効桁に応じて算出しています。
なお各資料における単価の算出は、以下によるものとしています。 

 
・「建設物価」の単価 
 土壌分析 
  ◇溶出試験(2) 
  (建設物価に記載の「価格の適用」に基づき算出) 
  1 項目目の分析単価＋追加成分当たりの加算額×10 成分＋検液作成料 
・「積算資料の単価」 
 土壌・底質・産業廃棄物分析 
  ◇土壌調査(2) 溶出試験 
  「土壌調査 11 項目一式」＋「前処理費」 
 
 
 

２．土木工事標準単価 排水構造物工について 

〇土木工事標準積算基準書(共通編)第Ⅳ編第１章 土木工事標準単価⑥排水構造物工につい 
 て、U 型側溝及び自由勾配側溝の標準使用量は以下のとおりとしています。 
  
 L＝ 600mm の製品  → 16.667 個/10ｍ 
 L＝1,000mm の製品 →   10 個/10ｍ 
 L＝2,000mm の製品 →    ５個/10ｍ 
 L＝4,000mm の製品 →   2.5 個/10ｍ 
 


